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国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例の一

部改正について 

 

 

国民健康保険の円滑な運営につきましては、平素より格段の御協力、御尽力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第 96 号）により創設された流行初期医療確保措置については、都

道府県及び社会保険診療報酬支払基金から国民健康保険団体連合会へ事務の一部を

委託して行うこととなります。 

このため、「国民健康保険団体連合会の予算及び決算における勘定科目等の例につ

いて」（平成 25年３月 29日付け保国発 0329第４号厚生労働省保険局国民健康保険課

長通知）の別表第１から別表第３までについて、別添のとおり所要の改正をすること

としましたので、その旨御了知の上、貴管内国民健康保険団体連合会への周知等に御

配慮をお願いいたします。 


